
平成 17年 4月 1日

会 員 各 位

茨城県毒物劇物保安協会

会 長 幸 島 博 起

毒物及び劇物指定令等の一部改正について (通知)

このことについて、平成 17年 3月 31日 付け薬第 307号 をもつて茨城県保健福祉部

長から別添のとおり通知がありましたのでお知らせいたします。



t(7ト

薬  第 3 0 7 号

平成 17年  3月 31日

茨城県毒物Zll物保安協会長 殿

茨城 県保 健 福 祉 部 長

毒物及び劇物指定令等の一部改正について (通知)

このことについて、平成 17年 3月 25日 付け薬食発第0325011号をもつて厚生労

働省医薬食品局長か ら別添写しのとお り通知がありましたので、御承知の上、貴会

会員によくお知 らせ下さい。



力]森

各

薬食発 第 0 3 2 5 0 1 1 号

平成 1 7年 3月 2 5 日

毒物及び劇物指定令等の一部改正について (通知)

毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令 (平成 17年 政令第 65号 )(別 添 1)

及び毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令 (平成 17年 厚生労働省令第

41号 )(別 添 2)が 公布されたので、下記事項に留意の上、関係各方面に対する周

知徹底方御配慮願いたい。

なお、同旨の通知を社団法人日本化学工業協会会長、全国化学工業薬品団体連合会

会長、日本製薬団体連合会会長、社団法人日本薬剤師会会長及び社団法人日本化学工

業品輸入協会会長あてに発出しているので申し添える。

記

第 1 毒 物及び劇物指定令の一部 を改正す る政令 について

1 次 に掲 げる物 を劇物か ら除外 した こと。

(1)六 水酸化錫亜鉛

(2)四 十アセ トキシフエニルジメチルスルホニウム=ヘ キサフルオロアンチモネ

ー ト及びこれを含有する製剤

(3)N― シアノメチルー四一 (トリフルオロメチル)ニ コチンアミド (別名フロ

ニカミド)及 びこれを含有する製剤

(4)二 ・六十ジフルオロー四一 (トランスー四十ビニルシクロヘキシル)ベ ンゾ

ニ トリル及びこれを含有する裂剤

(5)二 一フルオロー四一 (トランスー四=ビ ニルシクロヘキシル)ベ ンゾニ トリ

ル及びこれを含有する製剤

(6)二 十フルオロー四一 [トランスー四十 (E)― プロパーーーエンーーーイ

ル)シ クロヘキシル]ベ ンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(7)(Z)一 [五一 [四十 (四十メチルフェニルスルホニルオキシ)フ ェニルス

ル ホ

ニ
ル オ キ シ イ ミ ノ ] 一

五 H 一
チ

オ フ
エ ン

十

二

~ イ

リ デ
ン

] 一 ( 二

一

メ チ
ル

殿

封

長‐
弓

…知前
区



フェエル)一 アセ トニ トリル及びこれを含有する製剤

(8)メ チル =N一 [二
十 [~~(四

―クロロフエエル)一
一H― ピラゾール十三

十イルオキシメチル]フ エエル](N一 メ トキシ)カ ルバマー ト (別名 ピラク

ロス トロビン)六 ・八%以 下を含有する製斉J

2 施 行期 日

公布の 日 (平成 17年 3月 24日 )

第2 毒 物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令について

1 毒 物及び劇物取締法施行規則第 1条第2項第2号及び第2条第2項第2号にお

ける登録申請に係る添付書類について、当該登録申請書の提出先とされる地方厚

生局長等が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又

はこれらあ結合をその使用に係る電子計算機に入力することによつて、自動公衆

送信装置 (著作権法 (昭和四十五年法律第四十八号)第 二条第一項第九号の五イ

に規定する自動公衆送信装置をいう。)に 記録されている情報のうち当該添付書

類の内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記

録することができるときは、当該書類の添付を省略できる規定を設けたこと

次に掲げる物を農業用品目販売業者が取り扱 うことができるPll物から除外した

と。

) N一 シアノメチルー四十 (トリフルオロメチル)

ロニカミド)及 びこれを含有する製剤

ニコチンア ミド (別名フ

(2)メ チル =N― [二十 [上_(四 ―クロロフエニル)一
一H一 ピラゾールー三

―イルオキシメチル]フ エエル](N一 メ トキシ)カ ルバマエ ト (別名 ピラク

ロス トロビン)六 ・八%以 下を含有する製斉J

3 施 行期 日

公布の自 (平成 17年 3月 25日 )

第 3 そ の他

今般の改正部分の新 旧対照表については別添 3及 び別添 4に 示す とお りであるこ

と。

また、今般、毒物又は劇物に指定 された物及び劇物から除外 された物の性状、毒

性等については、別添 5の とお りであること。

】
】
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別添1

政
令
第
六
十
五
号

毒
物
及
び
劇
物
指
定
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法

（昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
三
号
）
別
表
第
二
第
九
十
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

こ
の

政
令
を
制
定
す
る
。

毒
物
及
び
劇
物
指
定
令

（昭
和
四
十
年
政
令
第
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一

第
二
条
第

一
項
第

一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一　

無
機
亜
鉛
塩
類
。

た
だ
し
、

次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。

イ
　
炭
酸
亜
鉛

口
　
雷
酸
亜
鉛

ハ
　
六
水
酸
化
錫
亜
鉛

第
二
条
第

一
項
第
七
号
中

工
を
ホ
と
し
、

イ
か
ら
ハ
ま
で
を
口
か
ら

二
ま
で
と
し
、

同
号
に
イ
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ
　
四
―
ア
セ
ト
キ
シ
フ
ェ
ェ
ル
ジ
メ
チ
ル
ス
ル
ホ
ニ
ウ
ム
＝
ヘ
キ
サ
フ
ル
オ
ロ
ア
ン
チ
モ
ネ
ー
ト
及
び
こ
れ
を
含
有
す

る
製
剤



第
二
条
第

一
項
第
二
十
二
号
中
‐３９
を
‐４４
と
し
ヽ

る

。

‐４‐

　

（
Ｚ
）

―

［
五

十

［
四

十

（
四

十

メ

チ

ル

フ

エ

エ
ル

ス

ル
ホ

エ
ル
オ

キ

シ
）

］

―

工

Ｈ

Ｉ

チ

オ

フ

エ
ン

十

二

十

イ

リ
デ

ン
］

―

（
二
十

メ
チ

ル

フ

エ

ニ
ル
）

る
製
剤

第
二
条
第

一
項
第
二
十
二
号
中
‐３５
を
‐３９
と
し
ヽ

‐０９
か
ら
‐３４
ま
で
を
‐１３
か
ら
‐３８
ま
で
と
し
ヽ

う
に
加
え
る
。

‐１
　
一
一―
フ
ル
オ

ロ
十
四
十

（ト
ラ
ン
ス
ー
四
―
ビ
ニ
ル
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
）

製
剤

‐１

　

二

十

フ

ル

オ

ロ

ー

四

十

［
ト

ラ

ン

ス

十

四

十

（
Ｅ
）

―

（
プ

ロ
パ

ー

一
―

エ

ン

十

一
―

イ

ル
）

シ

ク

ロ

ヘ
キ

シ

ル
］

ベ

ン
ゾ

ニ
ト

リ

ル

及

び

こ

れ

を

含

有

す

る
製

剤

第
二
条
第

一
項
第
二
十
二
号
中

例
を

ｍ
と
し
、

の
が
ら

側
ま
で
を
側
か
ら

側
ま
で
セ
し
、

う
に
加
え
る
。

( 1 3 8 )
を

(1 4 3 )
と
し

(1 3 7 )
を

(1 4 2 )
と
し

(136)
を

(140)
と
し

Ｍ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

フ

エ

エ

ル

ス

ル

ホ

エ

ル

オ

キ

シ

イ

ミ

ノ

ア
セ
ト

ニ
ト
リ
ル
及
び
こ
れ
を
含
有
す

(108)
を

( 1 1 0 )
と
し

( 1 1 0 )
の

次
に

次
の

よ

(77)
を
(78)
と
し

(78)
の

次
ヤこ

次
の

よ

ベ

ン

ゾ

ト
リ
ル

及
び

れ
を
含
有
す
る



(79)

二

・
六
―
ジ
フ
ル
オ
ロ
ー
四
十

（ト
ラ
ン
ス
ー
四
―
ビ
ニ
ル
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
）
ベ
ン
ゾ
ニ
ト
リ
ル
及
び
こ
れ
を
含

有
す
る
製
剤

第
二
条
第

一
項
第
二
十
二
号
中
の
を
の
と
し
、

の
か
ら

の
ま
で
を
の
か
ら

の
ま
で
と
し
、

の
の
次
に
次
の
よ
う
′に
加
え
る
。

７０
　
Ｎ
‐
シ
ァ
ノ
メ
チ
ル
ー
四
十

（ト
リ
フ
ル
オ

ロ
メ
チ
ル
）

エ
コ
チ
ン
ア
ミ
ド

（別
名
フ
ロ
ニ
カ
ミ
ド
）
及
び
こ
れ
を

含
有
す
る
製
剤

第
二
条
第

一
項
第
九
十
九
号
の
三
中

「製
剤
」
の
下
に

「。
た
だ
し
、

メ
チ
ル
出
Ｎ
Ｉ

［
ニ
ー

［
一
―

（四
―
ク

ロ
ロ
フ
エ

エ
ル
）
十

一
Ｈ
Ｉ
ピ
ラ
ゾ
ー
ル
ー
三
十
イ
ル
オ
キ
シ
メ
チ
ル
］
フ
エ
エ
ル
］

（
Ｎ
Ｉ
メ
ト
キ
シ
）
カ
ル
バ

マ
ー
ト
六

・
人
％
以

下
を
含
有
す
る
も
の
を
除
く
。

」
を
加
え
る
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



男Jヤ泰2

○
厚
生
労
働
省
令
第
四
十

一
号

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法

（昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
三
号
）
第
四
条
の
三
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

毒
物
及
び
劇
物
取

締
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
二
月
二
十
五
日

厚
生
労
働
大
臣
　
尾
辻
　
秀
久

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
規
則

（昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
四
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第

一
条
に
次
の

一
項
を
加
え
る
。

３
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、

同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
、　

，当
該
登
録
申
請
書
の
提
出
先
と
さ
れ
る
地
方
厚
生
局

長
若
し
く
は
都
道
府
県
知
事
が
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
識
別
す
る
た
め
の
文
字
、

記
号
そ
の
他
の
符
号
又
は
こ
れ
ら

の
結
合
を
そ
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
入
力
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
自
動
公
衆
送
信
装
置

（著
作
権
法

（昭
和
四
十
五

年
法
律
第
四
十
人
号
）
第
二
条
第

一
項
第
九
号
の
五
イ
に
規
定
す
る
自
動
公
衆
送
信
装
置
を
い
う
。

）
に
記
録
さ
れ
て
い
る

情
報
の
う
ぢ
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
の
内
容
を
閲
覧
し
、

か
つ
、

当
該
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該



情
報
を
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

第

一
項
の
登
録
申
請
書
に
前
項
第
二
号
に
掲
げ

る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
二
条
に
次
の

一
項
を
加
え
る
。

３
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、

同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
、

当
該
登
録
申
請
書
の
提
出
先
と
さ
れ
る
都
道
府
県
知

事
、

保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
若
し
く
は
特
別
区
の
区
長
が
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
識
別
す
る
た
め
の
文
字
、

記
号
そ
の
他
の
符
号
又
は
こ
れ
ら
の
結
合
を
そ
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
入
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
動
公
衆
送
信

装
置

（著
作
権
法

（昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
条
第

一
項
第
九
号
の
五
イ
に
規
定
す
る
自
動
公
衆
送
信
装
置

を
い
う
。

）
に
記
録
さ
れ
て
い
る
情
報
の
う
ち
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
の
内
容
を
閲
覧
し
、

か
つ
、

当
該
電
子
計
算
機

に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

第

一
項
の
登

録
申
請
書
に
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

別
表
第

一
劇
物
の
項
第
十

一
号
の
九
中
‐３７＞
を
・３８＞
と
し
ヽ

側
か
ら

側
ま
で
を
の
か
ら

＜‐３７＞
ま
で
と
し
、

Ｃ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え

る
。

Ｎ
Ｉ
シ
ア
ノ
メ
チ
ル
十
四
十

（ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
チ
ル
）

エ
コ
チ
ン
ア
ミ
ド

（別
名
フ
ロ
ニ
カ
ミ
ド
）
及
び
こ
れ
を

(68)



含
有
す
る
製
剤

別
表
第

一
劇
物
の
項
第
五
十
九
号
中

「製
剤
」
の
下
に

「。

エ
ル
）
十

一
Ｈ
Ｉ
ピ
ラ
ゾ
ー
ル
ー
三
―
イ
ル
オ
キ
シ
メ
チ
ル
］

下
を
含
有
す
る
も
の
を
除
く
。

」
を
加
え
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

た

だ

し

、

メ

チ

ル

Ｈ

Ｎ

Ｉ

［
二

十

フ

エ

エ
ル
］

（
Ｎ

Ｉ

メ

ト

キ

シ

）

［
一
―

（四
―
ク
ロ
ロ
フ
エ

カ
ル
バ
マ
ー
ト
六

・
八
％
以



第
二
条
　
法
別
表
第
二
第
九
十
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

に
指
定
す
る
。

た
だ
し
、

毒
物
で
あ
る
も
の
を
除
く
。

一‐

剣
関
剰
劉
倒
剰
掛
州
制
「
ズ
に
掲
げ
る
も

房けヤ黍3

毒
物
及
び
劇
物
指
定
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文

○
　
主母
物
及
び
劇
物
指
定
令

（昭
和
四
十
年
政
令
第
二
号
）

（劇
物
）

次
に
掲
げ
る
も
の
を
劇
物

ノ対口| イ|
二
～
六

　

（略
）

七
　
ア
ン
チ
モ
ン
化
合
物
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤
。

た
だ
し
、

次
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。

糾

　
囲

――
引
羽
副
封
朝
引
劉
ョ
潮
靭
剰
劉
制
智
刻
川
ホ

ニ
ウ
ム
＝

ヘ
キ
サ

フ
ル
オ

引

刻

到

科

掛

鍋

劇

目

畳

創

副

口
～
ホ

八
～
三
十

一
の
二

　

（略
）

三
十
二
　
有
機
シ
ア
ン
化
合
物
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤
。

た
だ
し
、

次
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。

Ю
～

ω
　
（略
）

０
　
劇
刊
封
掛
■
刻
川
引
～‐／
１

制
淵
判
明

（
‐

Ｈ
州
引
醐
引
割
判
引
刻
川
「

二‐

「
‐

ョ
倒
封
「
判

＜
瑚

（
―

別
糾
刻
引
引
糾
剰
Ｊ
掛
錦
判
洲
馴
翻
剰
引
利
劉
剃

７‐
～

７８

　

（略
）

７９＞

ヨ

・
‐

対
＝
拐
引
財
引
剖

―‐
劇
Ｔ‐
劇
刊
引

ン‐

ス‐

―‐
別
―‐
酬

二‐

ノレ‐
引
舛

ロー

ヘー
判

（傍
繰
の
部
分
は
改
正
部
分
）

（劇
物
）

第
二
条
　
法
別
表
第
二
第
九
十
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
に
掲
げ
る
も
の
を
劇
物

に
指
定
す
る
。

た
だ
し
、

毒
物
で
あ
る
も
の
を
除
く
。

二
～
六

　

（略
）

七
　
ア
ン
チ
モ
ン
化
合
物
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤
。

た
だ
し
、

次
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。

イ
～
二

人
～
三
十

一
の
二
　

（略
）

三
十
二
　
有
機
シ
ア
ン
化
合
物
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤
。

た
だ
し
、

次
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。

●
～
ω
　
（略
）

（略
）

炭
酸
亜
鉛

雷
酸
亜
鉛

(70)|
S

( 7 7 ) |



ニ
ー
フ
ル
オ

ロ
ー
四
―

ト
ラ
ン
ス
ー
四
―

（
Ｅ
）
―

エ
ン
十

一
―
イ
ル
）
シ
ク

ロ

キ
シ
ル
］
ベ
ン
ゾ

ニ
ト
リ
ル
及

詔

判

料

到

引

州

留

鍋

剖

馴

ョ

馴

創

罰

＜８０＞‐
～

＜・・ｏ＞
　
（略
）

有
す
る
製
剤

囲

――
「

御
馴
川
メ
チ

ル
フ

エ
ニ
ル
ス
ル
ホ

ニ
ル
オ
キ
↓

）

フ

エ

ニ
ル

ス

ル

ホ

ニ

ギ

シ
イ

ミ

ノ
］

―
五

Ｈ
Ｉ

チ
オ

フ

エ
ン
ー

三
―

含
有
す
る
製
剤

・４２
～

・４４
　

（略
）

三
十
三
～
九
十
九
の
二

　

（略
）

九
十
九
の
三
　
メ
チ
ル
＝
Ｎ
Ｉ
Ｔ
一Ｉ
Ｅ

Ｉ

（四
―
ク
ロ
ロ
フ
エ
ニ
ル
）
―
一
Ｈ

Ｉ
ピ
ラ
ゾ
ー
ル
ー
三
―
イ
ル
オ
キ
シ
メ
チ
ル
］
フ
エ
ニ
ル
］
（Ｎ
Ｉ
メ
ト
キ
シ
）

カ
ル
バ
マ
ー
ト

（別
名
ピ
ラ
ク
ロ
ス
ト
ロ
ビ
ン
）
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

ｏ
赳
劇
＝
引
封
劉
制
／
‐
千‐
掛
判
＝

ヨ

一
‐

―‐
「

引
引
――

（四
―
ク

ロ
ロ
フ

エ
ニ
ル
）

―

一

Ｈ Ｉ

ＩＩ

引

引

ガ

ー‐

潮

＝

封

刊

川

制

轡

綱

刊

判

州

刻

川

¶

ィ

エ

エ
ル
］

（
Ｎ

Ｉ

メ

ト

キ

ヨ

利

関

刊

対

倒

射

州

翻

目

引

割

国

困

「

九
十
九
の
四
～
百
九

　

（略
）

２

　

（略
）

（略
）

（略
）

・３７
～

・３９

　

（
略

）

三

十

三

～

九

十

九

の

二

　

（
略

）

九

十

九

の
三

　

メ

チ

ル

＝

Ｎ

Ｉ

Ｔ

一
Ｉ

Ｅ

Ｉ

（
四

―

ク

ロ

ロ
フ

エ

ニ
ル
）

―

一
Ｈ

Ｉ

ピ

ラ
ゾ

ー

ル

ー

三

―

イ

ル

オ

キ

シ

メ

チ

ル
］
フ

エ

ニ
ル
〕

（
Ｎ

Ｉ

メ

ト

キ

シ
）

カ

ル
バ

マ
ー

ト

（
別

名

ピ

ラ

ク

ロ

ス
ト

ロ
ビ

ン
）

及

び

こ
れ

を

含

有

す

る
製

剤

九
十
九
の
四
～
百
九

　

（略
）

２
　

（略
）

( 1 4 1 ) | ( 1 1め|
S

(140)|
Z

|1 露

(78)|
S

(108)|

( 1 0 9 ) |
S
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男も添4

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
規
則
の

一

〇
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
規
則

（昭
和
一

部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
条
文

一十
六
年
厚
生
省
令
第
四
号
）

第

一
条

　

（略
）

２
　

（略
）

引

前‐
劇
鍋
倒
鍋
咽
刊
劇
目
割
目
鍋
引
雪
剰
男
劇
「

当‐
詔
劉

∃

割

留

期

目

羽

刷

目

目

劉

引

劇

習

目

矧

剰

料

例

糾

対

対

矧

引

割

引

慰

劇

ョ

司

副

封

梱

瑠

引

制

対

劇

網

目

倒

目

圏

圏

副

暫

囲

用

割

倒

ョ

留

引

封

劉

翁

留

呂

目

調

謁

園

矧

到

封

倒

目

馴

困

科

引

国

判

目

割

囲

剰

目

倒

剖

劉

倒

留

囲

副

剰

川

潤

劃

劉

判

剣

買

醐

引

ョ

劉

引

圏

瑠

劃

劉

劇

掛

劉

「

封

調

訊

ヨ

割

国

鳳

劉

到

男

剰

掛

封

閤

割

割

翻

３

関

綱

引

封

周

割

倒

習

倒

劉

習

剰

第‐

剰

翻

割

封

副

習

劉

割

に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
ｃ

第
二
条

　

（略
）

２
　

（略
）

引

前‐
劇
明
斜
封
料
ゴ
留
ョ
ョ
日
倒
劃
副
留
刊
幻

当
‐

訊
劉

里

剖

ヨ

馴

割

留

割

国

智

副

圏

図

書

囲

剰

習

目

洲

魁

割

□

留

倒

例

糾

対

日

鋼

翻

謝

引

掛

棚

割

劃

馴

斜

捌

馴

濁

劇

劇

剣

馴

例

用

目

圏

罫

劉

倒

劉

引

科

目

引

刊

劃

劉

習

目

風

嗣

田

倒

制

劉

利

第

一
条

　

（略
）

２
　

（略
）

第
二
条

　

（略
）

２
　

（略
）

（傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）



圏

劉

馴

引

ョ

ョ

劉

目

割

囲

刻

鋼

剰

創

刻

恩

胃

倒
引
州
列
刊

司

，こ‐
利
剣
剖
刑
召
州
到
周
報

の
う
ち
前
項
第

二
号
に
掲
げ

る

斜

劉

劉

副

力
…―

刊

勤

劉

割

国

鳳

引

留

ョ

糾

掛

訊

劇

∃

割

国

目

劉

曰

科

剰

劉

副

関

劉

創

副

目

引

刊

第
二
条
か
ら
第
二
十
人
条

　

（略
）

別
表
第

一

（第
四
条
の
二
関
係
）

劇
物一

～
十

一
の
人

　

（略
）

十

一
の
九
　
有
機
シ
ア
ン
化
合
物
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤
。

た
だ
し
、

次

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。

Ｄ
～
∽
　
（略
）

ω
　
ＮＩ‐
――
以
川
刀
刈
封
ノレ‐
‐‐
囲
――

（
Ｉ

Ｈ
州
フ‐
ブレー
刈
ロー
州
刻
川
河
二‐
コ‐
刻
ン‐
刀

‐‐
討

劇
刺
引

ョ

剖

封

烈

剖

習

引

囲

副

ω～側
　
（略）

十
二
～
五
十
人
の
四

　

（略
）

五
十
九
　
メ
チ
ル
＝
Ｎ
Ｉ
口
一Ｉ
Ｅ

Ｉ

（四
―
ク
ロ

ピ
ラ
ブ
ー
ル
ー
三
―
イ
ル
オ
キ
シ
メ
チ
ル
］
フ
エ

カ
ル
バ

マ
ー
ト

（別
名
ピ
ラ
ク
ロ
ス
ト
ロ
ビ
ン
）

第
二
条
か
ら
第
二
十
八
条

　

（略
）

別
表
第

一

（第
四
条
の
二
関
係
）

劇
物一

～
十

一
の
人

　

（略
）

十

一
の
九
　
有
機
シ
ア
ン
化
合
物
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤
。

た
だ
し
、

次

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。

０
～
衝
　
（略
）

ω～側
　
（略）

十
二
～
五
十
人
の
四

　

（略
）

五
十
九
　
メ
チ
ル
＝
Ｎ
Ｉ
Ｔ
一―
ロ

ー

（四
―
ク
ロ
ロ
フ
エ
ニ
ル
）
―

一
Ｈ
Ｉ

ピ
ラ
ゾ
ー
ル
ー
三
―
イ
ル
オ
キ
シ
メ
チ
ル
］
フ
エ
エ
ル
］
（
Ｎ
Ｉ
メ
ト
キ
シ
）

カ
ル
バ
マ
ー
ト

（別
名
ピ
ラ
ク
ロ
ス
ト
ロ
ビ
ン
）
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製

斉
五
十
九
の
二
～
六
十
七

　

（略
）

‐十

一
Ｈ
Ｉ
ピ
ラ
ゾ
ー
ル
十
三
十
イ
ル

メ
ト
キ
シ
）
ヵ
ル
バ
マ
ー
ト
六

。
人

五
十
九
の
二
～
六
十
七

　

（略
）

ロ
フ
エ
ニ
ル
）
―

一
Ｈ
Ｉ

ニ
ル
］
（
Ｎ
Ｉ
メ
ト
キ
シ
）

及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製

四
―
ク

ロ
ロ
フ

エ
ニ

ル
］

フ

エ

ニ
ル
〕

（
Ｎ

Ｉ

司

引

倒

瑚

例

引

周

ｑ

刊



。や
ミ
拘
照
）
Щ
軽
Ｇ
甑
尽
益
却
Ｇ
母
極
即
投
―

′連
ぐ
ぶ
Ｇ
く
さ

′や
咽
叶
黙
Ｇ
ｓ
棋
洲
団
巡
Ｇ
尽
翻
連
Ｖ
二
Ｑ
逆
基
翌

′
Ｅ
翌

′逆
瑠

。■
照
抱

（盟
饗
）

瑚

叶

黙

や
■

担

思

粂

ぷ

ｏ

Ｏ
や

ｓ
Ｇ

尽

蕊

足

ミ

拘

（暇

嘩

）

叶

黙

′
Ｄ

照

抱

（盟

饗

）
咽

ば
部

ぷ

ｏ

Ю

¨
父
８

宮
紀

電

卓

春

呂

８

電

ｆ
ｏ
じ

。ゅ望

”

☆ヽ

）

６
ｏ
以

呂

電
卓

呂

）
。ぃ３

。や
代
後
壁
翌
叶
軽
Ｇ
耕
く
さ
′基
翌
′回
翌
′Ｄ
ぷ
胆
蒋
眠
赳
阻
鵬
陥
博
隅
隅
協
艦
肥
附
世
陛
眠
隈
牌
附
脇
胆
に
腐
艦
ド
陥
胤
幡
蝉
ド
店
瞬
肥
Ｎ
Ｗ

Ｇ
つ
や
■
ま
堂
憑
穐
尽
尽

ゆ
寒
哀

組
眠
や
相

飛
糞
韻

避

ヽ

　

冊

中中中い韓Ｔキ球に一

（は
味
歴
控
寸

′と
、
ぺ
）

（Ｈ
＼
的
Ｅ
）
８
０
台

翌
榊ヽ
く
さ
翌
通ヽ

８
■
哭
い
ヽ
　
一
代

（翌
＼
習
）
呂

∩
ｄ

翌
冊ヽ
棋
翌
翌
逆ヽ

ｏ
８

、Ｏ
Ａ
叶
ヽ
　
一
代

（翌
＼
留
）
足

∩
ｄ

翌
冊ヽ
回
翌
翠
硬

・．―
赳
図

楽

翌

ヽ 。か
や
翌

墳
Ⅸ
和
“
■
珊
難

一
翌
使ヽ
広

０投

息
や
卜
Щ
妊
蝉
雑

一
型
投ヽ
息

下
畳
×
ｏ
ｏ
．高

　

　

　

く

（ｐ
尽

胡
８
く
Ｊ

”
弧
難
収
幾

（ｐ
ｏ
Ｓ

避
ｏ
じ

一
Щ
眠
熊

翠
に
投
裏
倉

捉
Ｇ
壁
へ
態
や
ｐ
８
ダ
壬
庭

（ｐ
飛

絶
ｏゝ

）
畳

．∞
一
巡
樽

照
釜
翌
唱ヽ
控
岬
田

中
慕
ま

代

　

凶
せ
Ｋ

招

　

押

　

贈

ベ
１

０
０
１

ト
ベ
〇
困
Ｈ

Ｃ
呂

．Ｃ
∞
ヘ

瑚 2

基番

。
（工
〇
）
電
∽ｄ
Ｎ

終

　

　

岬

想
日
ぶ
翌
韻
Ｋ
Ｋ ※ ※



。や
ミ
約
照
や
巡
饗
Ｇ
甑
墨
穏
却
Ｇ
〓
歴
郎
投
―

延々
く田
ぶ
Ｇ
く
さ

′や
硼
叶
黙
Ｇ
金
擢
却
田
せ
Ｇ
蕊
翻
空
Ｖ
二
Ｑ
逆
棋
鯉

′
Ｅ
蝉

′逆
瑠

。■
照
抱

（巡
饗
）

咽
叶
黙
や
■
担
ぱ
徒
求
ｏ
Ｏ
や
ぶ
Ｇ
尽
耐
世
ミ
拘

（磯
嘩
）
叶
黙

′Ｄ
照
Ｎ

（弧
饗
）
瑚
ぱ
部
ぷ
ｏ
Ｏ
”
父
呂

宮
増
ゃ呂
〓
８
８
ｏ
電
ギ
呂
）
。ぃ営

”
Ｘヽ
）
６
ゆ
桝
呂

電
ギ
呂
）
。ぃ８

。や
飛
徒
選
翌
叶
軽
Ｇ
帥
く
さ

′螺
翌

′
回
蝉

′Ｄ
ぷ
披
杓
眠
豊
型
冊ヽ
や
ミ
拘
叫
製
杓
志
望
歴
察
蝦
Ｖ
Ｑ
ヽ
里

（艘
嘩
）
叶
軽
回
対

一
翠
冊
翌
逆ヽ

銀
眠
樽
相

眠
鰹
里
蛾
盤
網

態

や
ミ

拘
眠
鰹

逆
甜

卜

六
Ｒ
∩

ｏ
ｏ
わ
尽

（∩
ｏ

ｄ
）
凹
部
に
照
唯

躍

Ｇ
断
念
交
終

や
ふ
卜

ヽ

、
体

翌

ヽ

　

搬

尽
穏
や
ふ
～
体
Ｇ
ミ
牛
二
※

そ
黎
ミ
拘

照
へ
逆
甑
墨
翌
鮮ヽ
軽

夕芸
ふ

翌
基
悪
理
棋
翌
硬ヽ

Ｏ
さ
【
針
ヽ

一
代

（磁
蝶
歴
世
寸

′た
ヽ
本
）

（β
＼
的
Ｅ
）
８
０
ｄ

翌
搬ヽ
く
さ
翌
販ヽ

０
８

づ
ズ
針
島
　
一
ミ

（翌
＼
晋
）
呂

∩
ｄ

翌
榊ヽ
棋
翌
翌
硬ヽ

〇
品
ハ
針
ヽ
　
一
Ｒ

（翌
＼
営
）
呂

∩
ｄ

翌
服ヽ
回
鯉
迎
逆ヽ

・．―
赳
田

翌

榔ヽ

回
盤

）

主

柵ヽ

Ｑ

土

昼

柵
選
竪
廼
メ

ン翌
お
さ
混
〉
てど

判
ズ

′史
的
Ｓ

，Ｈ
粍
ｏ
由
翌
舶

く

り
目

判
到
軍
楔
つ
抱

（
ｓ
鯉
型
翌ヽ
巡

州
Ｗ
樹
劉
料
歯
剰
捌
州
ミ
詩
郷

′
憑
′
代
対

採

翌

ヽ

。や
■
横
念
逆
べ
熙
金
ヽ

逆
く回
蝉
連
楔
”
題
郎
Ｇ
対

餌
尽
翌
よ

代
ミ
ト

′Ｄ
横

窓
逆
ミ
慈
Ｖ
逆
Ｋ

一
翌
控ヽ
区

。投
息
Ｖ
曇
報

逆
そ
ぷ
麟
Ｇ
雑
瑠

一
翌
投ヽ
息

幾
度
逆

転
幾
翠
や
Ｇ

〉
ぶ

¨
翌
壁
態

ｐ
守
Ｆ

妊
、種

Ｋ
釜
翌
唱ヽ
控
叩
迎

一
軽
く

代

　

図

悪
惑
や
■
や
伸

や
ミ

日
わ
恵
冬
Ｋ

招

　

鯛

　

雌

崎
１
【
∞
Ｉ
Ｈ
Ｏ
Ｃ
ゆ
∞
【
　
．Ｏ

Ｚ
　
∽
く
Ｏ

【〇
．〇

∞寸
　
瑚
時
念

ｐ
∽
∽
”〇
。Ｌ
望

〓
。「Ｏ

ゆＬ。∽一一中）ヤの

ほ
健

岬 ニ
ー
や

〕
ふ
ヽ
卜
出
末
ミ
ト
（
十
て

＝
ヽ
ふ
叫
権
ミ

＼
ミ
ふ

大
外

ミ
Ｈ
Ｈ
卜
ゝ
十
二
や
ト
ー
ヾ ※ ※



。や
ミ
拘
照
）
巡
饗
Ｇ
蝕
尽
蕊
却
Ｇ
〓
歴
鮒
投
―

′廼
く回
ぶ
Ｇ
く
さ

瑚
叶
黙
や
■
担
ぱ
役
ぷ
ｏ
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